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特定非営利活動法人あおばコアラ
特定非営利活動法人あおばコアラ
ごあいさつ

私の母親もアルツハイマー型認知症と診断されてからすでに10年近くが経過しました。今では母親は私が自分の子供であることもわかりません。しかしたまにその母親を車に乗せて外に連れ出すと、出かけた途端に表情が一変して明るくなるのがよくわかります。

母親のような認知症の方々に限らず、高齢者、障害者、病弱者などで車椅子や歩行補助具の利用を余儀なくされている方々も、みなさん好きな時に自分の意志で外に出かけられれば、生活が今以上に楽しくなるのではないかと思います。そういう方々の行動範囲の拡大を安全に、そしてできるだけ経済的負担を少なくして支援できるようにするため、私はこのNPO法人「あおばコアラ」を設立いたしました。
たとえ歩行が困難でも、自分の意思で好きな所へ出かけられるお手伝いをしてさし上げたい。そして外出された時の皆さんの笑顔が見たい。

それが「あおばコアラ」の一番の目的です。
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特定非営利活動法人あおばコアラ

代表　宮野 愼一郎
◆ ご提供できるサービスの種類 ◆
あおばコアラの介護タクシーサービスには、以下の二つのサービスがあります。
◎介護輸送サービス
介護輸送サービスは介護保険が適用されるもので、その要件は以下のとおりです。

・利用者が要介護１～５に認定されていること。（要支援は不可）
・ケアマネージャーに介護プランを作成してもらうこと。

・利用目的は基本的に以下の４つに限られます（ただし例外もございますので詳しくは担当のケアマネージャーにお尋ねください）

1� 病院、診療所への通院。

2� 役所・銀行・社会保険事務所など公的機関への移動。

3� 今後受ける予定のサービスを選択するための通所介護、介護保険施設の見学。

4� 選挙。
上記の条件のどれか１つを満たす場合は、ご利用者様は一割負担の低料金でサービスをご利用になれます。
　
◎ケア輸送サービス
　いわゆる通常の介護タクシーの輸送のサービスです。行き先に制限はありません。観光や買い物、病院や施設の入院・一時退院や転院等、お買い物、お食事、冠婚葬祭、観劇、旅行など、通常のタクシーと同様に対応します。

ケア輸送サービスの運賃はタクシーと同じゾーン運賃制によります。

基本的に「介護輸送サービス」も「ケア輸送サービス」も予約制（当日予約も可）になります。

◆ 受けられる介助内容について ◆
ベッド介助、立位のとれない方の移乗介助、階段介助などの組み合わせで、どのような状態の方でも、住宅環境などに左右されずに病院などにお連れすることができます。

◎ベッド介助　
衣服着脱・体位変換・清拭・食事などのベッド介助
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◎移乗介助　
立位のとれない方を介助者一人で足を浮かせて車椅子まで移乗する方法や、和床（布団）から車椅子への移乗なども可能です。

◎階段介助　
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玄関先、団地、住宅などの階段の昇降を車いすで行います。
階段昇降時の揺れや衝撃はありません。研修を受けている専門スタッフが安全に快適にサービスを提供します。（１人で介助できるのは基本的に体重55kgまでの方です。それ以上の方は２名スタッフの介助になります）
一人介助と二人介助　
通常は一人介助で行いますが、状況に応じて安全確保の為に二人介助で行う場合もあります。
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◆ 介護輸送サービスの運賃について ◆
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介護保険が使える介護輸送サービスでは、通院などの外出の際に自宅から車に乗るまでの間と、車を降りる際に手を取って支えたり、抱きかかえたりして介助を行うサービスに関して、ご利用者様は介護保険を利用して一割負担などの安い料金でご利用になれます。
	さらに「あおばコアラ」では介護輸送サービスの運賃部分も、
初乗り２kmまで300円、以降１kmごとに100円
という破格の運賃でサービスを提供しております。


料金の算定方法は、走行距離料金分＋介護保険一割分の合計で下記の通りです。（横浜市の場合）
	初乗り運賃
	 ２㎞まで
	 300円
	   　 介護度１～３の方 　 　　　　　 　 　108円 
 ＋   介護度４～５の方  20分以上30分未満　273円 
      介護度４～５の方  30分以上60分未満  432円 

	加算運賃  
	 １㎞毎に
	 100円
	

	※エリア内の迎車料金は頂きません。
	


たとえば要介護度２の方が自宅から病院まで５㎞を乗られた場合、片道料金のご利用者様の負担は108円＋600円＝708円と、とても低料金でご利用いただけます。
◆ 介護保険ご利用の制限など・・・ ◆
－介護タクシーの利用条件とは ? －
　第一に介護タクシーを利用する条件としては、介護保険対象者(要支援は使用不可)や身体障害者等で、公共の交通機関(バス・タクシー・電車等)を単独で利用することが困難な方という制限があります。

－介護保険利用時の用途について－
　用途としては前記のように、① 病院、診療所への通院。②役所・銀行・社会保険事務所など公的機関への移動。③今後受ける予定のサービスを選択するための通所介護、介護保険施設の見学。④選挙。の４点に限られる等の制限があります。施設への入所及び通所等の特例もありますので詳細はケアマネージャー等にご相談ください。

－介護保険を利用できない場合－
　病院の退院や転院、施設の入所や通所等には原則として介護保険は使用できません。また商業施設等へのお買い物やお墓参り、観光等も介護保険を使用することはできません。

　利用する際は、ケア輸送サービス等の現金によるサービスを利用することになりますが、その際にも単独では行動が出来ない人に限られる等の制限が設けられていますので、この条件に当てはまらなければ介護タクシーのご利用が出来ない事になっています。
※尚、介護保険が使える場合などの多くの特例や事例などありますので、詳細についてはケアマネージャーとご相談ください。

◆ 介護保険の所定単位数の算定例 ◆
要介護１～５の方に適応されます。要支援１～２の方については介護保険対象外になりますので、ケア輸送サービスの料金の算定になります。
97単位を使用する場合   要介護度１～３の方
　要介護度１～３の方で、乗車前介助と降車後介助の合計が20分未満の時、ご利用者様負担108円でご利用になれます。
 身体１を使用する場合(245単位) 　要介護４～５の方
　　要介護度４～５の方で、乗車前介助と降車後介助のどちらかが２０分以上３０分未満の時、ご利用者様負担273円でご利用になれます。
 身体２を使用する場合(388単位)    要介護４～５の方
　　要介護度４～５の方で、乗車前介助と降車後介助のどちらかが30分以上60分未満の時、ご利用者様負担432円でご利用になれます。
 身体３を使用する場合(564単位)    要介護４～５の方
　要介護度４～５の方で、乗車前介助と降車後介助のどちらかが60分以上90分未満の時、ご利用者様負担628円でご利用になれます。
 以後追加の場合(80単位)    30分増す毎に80単位を加算
上記の利用時間に加え30分分増すごとにご利用者様負担が89円加算されます。
※詳細についてはケアマネジャーまたは当方にご相談頂けます。
◆ 介護保険以外の運賃について ◆
　ケア輸送サービスの運賃体系
介護保険以外でのご利用には、ゾーン運賃制によるサービスを提供しております。

ゾーン運賃制

	初乗り運賃
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2㎞　700円　

	加算運賃
	304㍍を増す毎に90円

	迎車料金
	青葉、都筑、緑区内は無料


※ケア輸送で乗降および身体介助が発生した場合の実費料金は、弊社の定める料金表に準じます。
◆ ホームヘルプサービス ◆
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◎身体介護中心型
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◎生活支援中心型
◆ 介護サービスのご利用料金について ◆
[image: image2.emf]①基本額

下段（　）内は、利用者1割負担額を円に換算し表示したものです。ただし、小数点以下は切り下げとなるため、

1ケ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。

身体介護 生活援助

通院等乗降介助

（184円）

（273円）

（432円）

（204円）

（628円）

（251円）

80単位

67単位

（89円）

（75円）

②加算

　早朝（６時～８時）又は夜

　間（１８時～２２時）に訪問

【 運営基準に定められたその他の費用 】

　〔交通費〕

【 介護保険以外の料金 】

●生活援助の延長は身体介護に

引き続き行った場合

●当事業所の通常の事業の実施地域(横浜市青葉区・都筑区・緑区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域の方は、訪問介

護員が訪問するための交通費がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額からいただきます。

245単位

388単位

564単位

介護タクシーの料金

通常の車載タクシーメーターに

準じます

介護保険が適用できない場合の通常の介護タクシー料金です。

項目

金額 説明

●介護保険と同内容な

サービス

当法人規定の料金表による

区分支給限度額を超えてサービスを利用したい場合など介護保険枠外のサービス料金で

す。

緊急時訪問介護加算

利用者からの要請により緊急の訪問介

100単位

（109円）

 護を行った場合



③利用者負担１割分の計算方法

費用総額＝サービス合計単位数×11.12円（1円未満切捨）

保険給付額＝費用総額×90％（1円未満切捨）

利用者負担額＝費用総額－保険給付額

　　　　　２人の訪問介護員が訪問した場合

所定単位数×200％

初回加算

サービス提供責任者が初回又は初回と

200単位

（217円）

同月内に訪問した場合



早朝・夜間加算

所定単位数×125％

深夜加算

 深夜（２２時～６時）に訪問

所定単位数×150％

４５分以上

225単位

●以降30分増すごとに

●以降２０分以上



97単位

２０分以上３０分未満

（身体介護1）



３０分以上１時間未満

（身体介護2）

２０分以上４５分未満

183単位

（108円）

１時間以上１時間３０分未満

（身体介護３）

　　　　 また当日事務所を出発してからのキャンセルはキャンセル料として540円いただきます。

「あおばコアラ」介護報酬・介護タクシーに係る費用等一覧　　

平成27年４月1日現在



サービス１回当たりの料金

所要時間 所要時間

         

通常の事業の実施地域を越えた所から、片道1km毎に50 円

２０分未満

（身体介護0）

165単位


◆ ご予約と実績送付について ◆ 
　　　 サービスのご予約　　　 　　　 
 Tel.045-511-7743
　　　　9:00~18:00まで。日曜日・祝日の受付はお休みになります。
Fax. 045-511-7981
　　　　FAXでのお申込みについては、末頁に記載された専用の用紙にてお申込みいただけます。
　神奈川県外OK　透析利用者歓迎　当日予約対応可　

介護サービス（介護輸送サービス）のご利用に関しては、事前に担当ケアマネージャーにご相談ください。

介護タクシー（ケア輸送サービス）のご利用に際しては、まずお電話かFAXでお申し込み下さい。
◎サービスのお引受けについて
即答できない案件に関しては、その日の17:00～19:00の間にサービスをご提供できるかどうかのお返事を差し上げます。
◎サービス提供について
　サービスを実施する場合は、前日または当日午前中にご利用者様に確認の電話を致します。
◎サービス提供票及び別表と訪問介護計画書
ケアマネージャーの方は、サービス日の確認がとれましたら、送迎介助依頼書か訪問介護送迎サービス依頼書・サービス提供票及び別票・介護保険証の写し等をFAXでお送り下さい。
それに基づいてご利用者とは、訪問介護計画書・訪問介護契約書・個人情報使用同意書等を作成し契約締結となります。
　
◎サービス実績表の送付
　月末になりましたらサービスの実績をお送りします。
◆ ご利用者様とのご契約のながれについて◆
◎ご契約 
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　介護保険では、サービスを提供する前に「重要事項説明書」をお客様に説明し、訪問介護契約を致します。個人情報使用同意書・訪問介護計画書・訪問介護ご利用のしおり等の契約書を作成し説明いたします。（必要に応じてお見積書も作成いたします）
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 ◎サービスの提供 
その日のお約束の時間に訪問しサービスを提供致します。サービス日の前日に確認の電話を致します。

 ◎提供できるサービスの内容　
●介護保険タクシー
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ベッドでの衣服着脱、ベッドや和床からの車椅子移乗介助、階段介助など、難しい身体介護にも対応いたします。
●生活支援  
掃除・洗濯・調理・買い物等

●身体介護  
食事・体位変換・服薬管理・入浴・排泄介助のほか、階段等難しい身体介護にも対応します。
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◎サービスの確認 
　介護サービス実施時には、サービス共通記録書にサービスを受けた証としてお客様に印鑑を押して頂きます。
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 ◎料金のお支払い 
サービス提供に対しての料金は、その都度現金にてお支払い頂きます。その際には、領収書を発行致します。 透析の患者様は、月末の締切にて精算致します。

 ◎身分証明書 
  サービススタッフは、身分証明書を携帯しています。
事業所概要
	法人名
	特定非営利活動法人あおばコアラ

	代表者
	宮野 愼一郎

	介護保険事業所番号
	指定訪問介護事業所　1473702908

	指定年月日
	平成25年11月１日

	一般乗用旅客自動車運送
事業許可書
	関自旅二第31号

	一般乗用旅客自動車運送
事業運賃及び料金許可書
	関自旅二第2330号

	法人所在地
	〒225-0013　神奈川県横浜市青葉区荏田町677-1

リーバーサイドオオクボ302

	事業所住所
	〒225-0013　神奈川県横浜市青葉区荏田町2362-3

ライオンズマンション江田第３ 308

	電話番号
	045-511-7743

	FAX番号
	045-511-7981

	メールアドレス
	aoba-koara@mbr.nifty.com

	管理者
	宮野 愼一郎

	サービス提供責任者
	宮野 愼一郎

	営業区域
	神奈川県全域
	出発または到着地が神奈川県内であれば、県外への移動も可能です。

	仕様車両
	車椅子対応車両
	・ダイハツハイゼット福祉車両
・ダイハツムーヴ福祉車両
・ダイハツタント福祉車両

	車椅子ひとり階段介助法
	商標登録済み


送迎介助依頼書(通院･透析･転院･その他)                                                
ご利用者氏名                 　 　　（ 男・女 ）　　生年月日　M T S   　 年　　月　　日　 
住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　（　　　　）　　　　　　   　  開始年月日　　　　　　年　　月　　日（　　）
                                          　　 受付日時　　　　年　　月　　日　　　：　　　
	
	実施日(行き)　　　　月　　　日（　　）
	
	実施日(帰り) 　　　　月　　　日（　　）

	出発地
	　　　　　　　　
	到着地
	　　　　　　　　
	出発地
	　　　　　　　　
	到着地
	　　　　　　　　

	時間
	
	時間
	
	時間
	
	時間
	


	チェック箇所
	＊年齢：　　　歳　　＊体重：　　　kg　　　＊身長　     cm  
＊病気名(詳細)                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊立位（とれる・とれない）　＊歩行（可・不可）　＊車いす（あり・なし・貸し出し）
＊階段（あり　　段・なし・スロープ）　＊付き添い（家族　　　・ヘルパー・なし）
＊介助　一人介助・二人介助（階段介助・ハンディタンカー・車椅子階段介助・その他）
＊目的　通院・転院・退院・入所・退所・デイサービス・一時帰宅・観光・その他
＊要支援・要介護度　1・2・3・4・5　　＊支援費　　＊生活保護　　＊透析(月水金・火木土)
＊被保険者番号
＊認定有効期間　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
＊時間料金・距離料金・介護保険(通院介助・身体介助)・身障手帳・福祉タクシー券
＊使用車両(スロープ・ミニストレッチャー)・他依頼


 担当ケアマネージャー
	氏名
	事業所名
	電話

	
	
	　　　（ 　　　）
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 サービス実施事業者名 　　　　　　　　　　　　事業所　(担当者名)　　　　　　　　　　　　

NPO法人あおばコアラ　Tel. 045-511-7743　Fax. 045-511-7981
透析送迎見積依頼書
申し込み日　　年　　月　　日                  開始年月日
	氏名                           　　　　　　　生年月日　M T S     年　　月　　日
                                             性別　男・女

	住所　〒                                        キーパーソン
                                                        電話       （　　　　）

	介護支援事業所名                                        担当者
　　　　　　　　                                　　　　電話

	シャントの位置　　□右腕　□左腕　　■シャント手術年月日　　　年　　月　　日　

	介護保険要介護度　□１　□２　□３　□４　□５

	身体障害者手帳　　□５　□４　□３　□２　□１　手帳番号　

	福祉タクシー券  　□あり　□なし    年間　　冊　　枚

	自宅迎時間(        )自宅の□ベッド□応接室□玄関～病院の□ベッド□応接室□玄関

	病院迎時間(        )病院の□ベッド□応接室□玄関～自宅の□ベッド□応接室□玄関

	□見守り介助　□歩行介助　□車椅子介助(車椅子自己所有・車椅子貸し出し)□その他

	通院曜日　□月水金　□火木土　□その他　

	■体重　　　㎏　■身長　　　㎝　■視力　良い・普通・悪い　■血圧　低い・普通・高い

	通院先病院名 
                                                     担当者　　　　　
住所　
                                           　　　　　電話

	いつから開始されますか　　　　　　　月　　日(　)から送迎を希望します。


◎病院に到着してから依頼出来ること
　□着替え　□ベッドのセット　□体重測定　□食事介助　□排泄介助　□消毒の確認　　

□レントゲン　□身体検査　　□無し  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
★ベッドのセット内容
　□背もたれにバスタオルをセット　□タオル　□テッシュ　□テレビのイヤフォーン
　□フォーク・スプーン　□申し送り書　□手・足保温　□止血バンド　□その他
◎透析送迎条件
  介護保険の通院など乗降介助101単位をご利用のお客様は、乗合送迎になる場合もありますので予めご了承下さい。

NPO法人あおばコアラ　Tel. 045-511-7743　Fax. 045-511-7981
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車椅子一人介助法
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高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。また当日のキャンセル料は500円となっています。





排せつ・食事・清拭・入浴・身体整容、 移動、乗降、外出支援


介助等





掃除・洗濯・ベットメイク・衣類の整理・調理配膳、買い物・薬の受け取り等
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居宅介護支援事業所番号








[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


